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中央教育審議会初等中等教育分科会 

特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告 

共生社会の形成に向けた 

インクルーシブ教育システム構築のための 

特別支援教育の推進 

概要 

（案） 

はじめに 

  障害者の権利に関する条約の国連における採択、政府の障害者制度改革の動き、

中央教育審議会での審議、障害者基本法の改正等について記述 

資料１－１ 

 

 

１．共生社会の形成に向けて 

（１）共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

 ・ 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障

害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互

に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の

社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべ

き重要な課題である。 

 

・ 障害者の権利に関する条約第２４条によれば、「インクルーシブ教育システム」

(inclusive education system、署名時仮訳：包容する教育制度)とは、人間の多様性の

尊重、障害者の精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効

果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に教

育を受ける仕組みであり、障害のある者が「general education system」（署名時仮訳：

教育制度一般）から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機

会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 

 

・ 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育シ

ステムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要が

あると考える。 

 

・ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、

個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時

点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備す

ることが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、

特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要で

ある。 
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（２）インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

・ 特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のため

に必要不可欠なものである。そのため、以下の①から③までの考え方に基づき、特別支

援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進してい

くことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行う

ものであり、この観点から教育を進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害

があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもに

も、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えら

れる。 

①障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加すること

ができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能

を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図るこ

とが重要である。 

②障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きる

ことができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基

盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよ

う配慮することが重要である。 

③特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害の

ある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員として

の基礎を作っていくことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、こ

れを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。 

 

・ 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ

場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容

が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつ

つ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのため

の環境整備が必要である。 

 

（３）共生社会の形成に向けた今後の進め方 

・ 今後の進め方については、施策を短期（「障害者の権利に関する条約」批准まで）と中

長期（同条約批准後の１０年間程度）に整理した上で、段階的に実施していく必要があ

る。 

短期：就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の充実、

当面必要な環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。それらに必要な

財源を確保して順次実施。 

中長期：短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のた

めの方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向

けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指す。 
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２．就学相談・就学先決定の在り方について 

（１）早期からの教育相談・支援 

・ 子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、乳幼児期を含め早

期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な情報を提供する

とともに、幼稚園等において、保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援につい

て共通理解を深めることにより、保護者の障害受容につなげ、その後の円滑な支援にも

つなげていくことが重要である。また、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、

教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図っていくことが重要である。 

 

・ 乳児期から幼児期にかけて、子どもが専門的な教育相談・支援が受けられる体制を医

療、保健、福祉等との連携の下に早急に確立することが必要であり、それにより、高い

教育効果が期待できる。 

 

（２）就学先決定の仕組み 

・ 就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就

学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教

育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な

観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。その際、市町村教育委員会

が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、

本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形

成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。 

 

・ 現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早

期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても

助言を行うという観点から、「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当

である。「教育支援委員会」（仮称）については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す

上で重要な役割を果たすことが期待される。 

 

・ 就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、児童生徒のそれぞれの発達

の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に転学ができることを、すべての関係者の共

通理解とすることが重要である。 

 

・ 就学相談の初期の段階で、就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も柔軟に

転学できることなどについて、本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である

（就学に関するガイダンス）。 

 

・ 本人・保護者と市町村教育委員会、学校等の意見が一致しない場合については、例え

ば、本人・保護者の要望を受けた市町村教育委員会からの依頼に基づき、都道府県教育

委員会が、市町村教育委員会への指導・助言の一環として、都道府県教育委員会の「教

育支援委員会」（仮称）に第三者的な有識者を加えて活用することも考えられる。 
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（３）一貫した支援の仕組み 

・ 可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指導・支援ができるように、子どもの

成長記録や指導内容等に関する情報を、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関

が共有し活用することが必要である。 

 

（４）就学先相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割 

・ 都道府県教育委員会の就学先決定に関わる相談・助言機能を強化する必要がある。 

 

・ 就学相談については、それぞれの自治体の努力に任せるだけでは限界があることから、

国において、何らかのモデル的な取組を示すとともに、具体例の共有化を進めることが

必要である。 

 

 

３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎とな

る環境整備 

（１）「合理的配慮」について 

・ 条約の定義に照らし、本特別委員会における「合理的配慮」とは、「障害のある子ども

が、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、

学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子ど

もに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であ

り、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度

の負担を課さないもの」、と定義した。なお、障害者の権利に関する条約において、「合

理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必

要がある。 

 

・ 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は

全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそ

れぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環

境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところ

ではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに

対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。 

 

・ 「合理的配慮」の決定に当たっては、障害者の権利に関する条約第２４条第１項にあ

る、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限

度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致

するかどうかの観点から検討が行われることが重要である。 

 

・ 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるもの

であり、設置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」
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の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供

されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。な

お、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、「教育支援委員会」（仮

称）の助言等により、その解決を図ることが望ましい。また、学校・家庭・地域社会に

おける教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、一体となって営まれることが重要であ

ることを共通理解とすることが重要である。さらに、「合理的配慮」の決定後も、幼児児

童生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができること

を共通理解とすることが重要である。 

 

・ 移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要

である。 

 

（２）「基礎的環境整備」について 

・ 「合理的配慮」の充実を図るため、必要な財源を確保し、国、都道府県、市町村は、

「基礎的環境整備」の充実を図っていくことが必要である。 

 

・ 共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め、インクルーシブ教育システム構

築のための施策の優先順位を上げていくことが必要である。 

 

（３）学校における「合理的配慮」の観点 

・ 「合理的配慮」の観点について整理するとともに、障害種別の「合理的配慮」は､その

代表的なものと考えられるものを例示している｡示されているもの以外は提供する必要

がないということではなく、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定され

ることが望ましい。 

 

・ 現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供するかなどについて、

関係者間で共通理解を図る必要がある。 

 

・ 複数の種類の障害を併せ有する場合には、各障害種別の「合理的配慮」を柔軟に組み

合わせることが適当である。 

 

（４）「合理的配慮」の充実 

・ これまで学校においては、障害のある児童生徒等への配慮は行われてきたものの、「合

理的配慮」は新しい概念であり、現在、その確保についての理解は不十分であり、学校・

教育委員会、本人・保護者の双方で情報が不足していると考えられる。そのため、早急

に「合理的配慮」の充実に向けた調査研究事業を行い、それに基づく国としての「合理

的配慮」のデータベースを整備し、各教育委員会の参考に供することが必要である。ま

た、中長期的には、それらを踏まえて、「合理的配慮」、「基礎的環境整備」を充実させて

いくことが重要であり、必要に応じて、学校における「合理的配慮」の観点や代表的な

ものと考えられる例を見直していくことが考えられる。 
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４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

（１）多様な学びの場の整備と教職員の確保 

・ 多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校

それぞれの環境整備の充実を図っていくことが必要である。 

 

・ 通常の学級においては、少人数学級の実現に向けた取組や複数教員による指導など指

導方法の工夫改善を進めるべきである。 

 

・ 特別支援教育により多様な子どものニーズに的確に応えていくためには、教員だけの

対応では限界がある。校長のリーダーシップの下、校内支援体制を確立し、学校全体で

対応する必要があることは言うまでもないが、その上で、例えば、公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に定める教職員に加えて、特別支援教育

支援員の充実、さらには、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ＳＴ

(言語聴覚士)、ＯＴ(作業療法士)、ＰＴ(理学療法士)等の専門家の活用を図ることによ

り、障害のある子どもへの支援を充実させることが必要である。 

 

・ 医療的ケアの観点からの看護師等の専門家についても、必要に応じ確保していく必要

がある。 

 

・ 通級による指導を行うための教職員体制の充実が必要である。 

 

・ 幼稚園、高等学校における環境整備の充実のため、特別支援学校のセンター的機能の

活用等により教員の研修を行うなど、各都道府県教育委員会が環境を整えていくことが

重要である。 

 

（２）学校間連携の推進 

・ 域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）により、域内のすべての子ども一人

一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築するこ

とが必要である。 

 

・ 特別支援学校は、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育に関する相談・情

報提供機能、障害のある児童生徒等への指導・支援機能、関係機関等との連絡・調整機

能、小・中学校等の教員に対する研修協力機能、障害のある児童生徒等への施設設備等

の提供機能といったセンター的機能を有している。今後、域内の教育資源の組合せ（ス

クールクラスター）の中でコーディネーター機能を発揮し、発達障害をはじめとする障

害のある児童生徒等への指導・支援機能を拡充するなど、インクルーシブ教育システム

の中で重要な役割を果たすことが求められる。そのため、センター的機能の一層の充実

を図るとともに、専門性の向上にも取り組む必要がある。 
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・ 域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）や特別支援学校のセンター的機能を

効果的に発揮するため、各特別支援学校の役割分担を、地域別や機能別といった形で、

明確化しておくことが望ましく、そのための特別支援学校ネットワークを構築すること

が必要である。 

 

（３）交流及び共同学習の推進 

・ 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学級と

の間でそれぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する

障害のある児童生徒等にとっても、障害のない児童生徒等にとっても、共生社会の形成

に向けて、経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で、大きな意義を有す

るとともに、多様性を尊重する心を育むことができる。 

 

・ 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習について

は、双方の学校における教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど

交流及び共同学習の更なる計画的・組織的な推進が必要である。その際、関係する都道

府県教育委員会、市町村教育委員会等との連携が重要である。また、特別支援学級と通

常の学級との間で行われる交流及び共同学習についても、各学校において、ねらいを明

確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど計画的・組織的

な推進が必要である。 

 

（４）関係機関等との連携 

・ 医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要である。このためには、

関係行政機関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが

形成されることが有効である。 

 

 

５．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等 

（１）教職員の専門性の確保 

・ インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一

定の知識・技能を有していることが求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技

能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから必

須である。これについては、教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員

については、研修の受講等により基礎的な知識・技能の向上を図る必要がある。 

 

・ すべての教員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難なことから、必要に応じ

て、外部人材の活用も行い、学校全体としての専門性を確保していくことが必要である。 

 

（２）各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方 

・ 学校全体としての専門性を確保していく上で、校長等の管理職のリーダーシップは欠

かせない。また、各学校を支援する、教育委員会の指導主事等の役割も大きい。このこ
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とから、校長等の管理職や教育委員会の指導主事等を対象とした研修を実施していく必

要がある。 

 

・ 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状（当該障害種又は自立教科の免許状）取

得率は約７割となっており、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、取得率

の向上による担当教員としての専門性を早急に担保することが必要である。このため、

養成、採用においては、その取得について留意すべきである。特に現職教員については、

免許法認定講習の受講促進等の取組を進めるとともに、その後も研修を通じた専門性の

向上を図ることが必要である。 

 

・ 特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であり、

その専門性が校内の他の教員に与える影響も極めて大きい。このため、専門的な研修の

受講等により、担当教員としての専門性を早急に担保するとともに、その後も研修を通

じた専門性の向上を図ることが必要である。 

 

（３）教職員への障害のある者の採用・人事配置 

・ 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障

害のある者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、学校において

も、障害のある者が教職員という職業を選択することができるよう環境整備を進めてい

くことが必要である。 
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３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその

基礎となる環境整備 

（２）「基礎的環境整備」について 

⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置 

 （ア）現状 

公立の小・中学校の国の学級編制の標準は、通常の学級について４

０人（小学校第１学年のみ３５人）とされているが、特別支援学級に

ついては、８人とされている。さらに、特別支援学校の学級編制の標

準は、小・中学部において６人、高等部において８人、重複障害児童

生徒の場合は３人とされている。都道府県教育委員会はこれらを標準

として学級編制基準を定めているが、児童生徒の実態を考慮して特に

必要がある場合は、これを下回る数を基準として定めることができる

こととなっている。この基準により算定される教職員定数に基づき都

道府県教育委員会が教職員配置を行っている。 

また、学級数等の客観的な指標に基づいて算定される教職員定数と

は別に、通級による指導のためや特別支援学校が地域の特別支援教育

のセンター的機能を果たすためなど特別支援教育の実施に係る教職員

定数の改善も進められている。国は、これらの教職員定数に係る給与

費の３分の１を負担している。 

さらに、特別支援教育支援員の配置に係る経費について所要の地方

財政措置が講じられているところである。 

 また、専門性を確保するための研修については、国、独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所においては指導者層の研修のための研修

を計画・実施している。都道府県教育委員会においては研修を計画・

実施し、市町村教育委員会においては研修を実施等し、学校において

は校内研修を行っている。 

 （イ）課題 

   公立小・中学校における少人数学級の推進や複数教員による指導な

ど指導方法の工夫改善は、子ども一人一人に対するきめ細かい指導の

充実や家庭との連携を緊密にする効果があることから、特別支援教育

の推進にも資するものであり、一層の教育環境の充実を図っていくこ

とが求められる。また、今後のインクルーシブ教育システム構築の状

況を勘案しつつ、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校にお

ける指導の在り方を検討していく必要がある。さらに、このような特

別支援教育を実施するために、特別支援教育支援員を含めた教職員体

制の充実が求められる。 

また、教員、支援員等の一層の専門性の向上を図るための研修等の

実施や学校としての専門性を確保していくことを考慮した人事上の配

慮が求められる。 
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４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

（１）多様な学びの場の整備と教職員の確保 

①多様な学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援

学校）における環境整備と教職員の確保 

○ 多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、

特別支援学校それぞれの環境整備の充実を図っていくことが必要であ

る。 

 

○ インクルーシブ教育システム構築のためには、特に、小・中学校にお

ける教育内容・方法を改善していく必要がある。教育内容の改善として

は、障害者理解を進めるための交流及び共同学習の充実を図っていくこ

とや通常の学級で学ぶ障害のある児童生徒一人一人に応じた指導・評価

の在り方について検討する必要がある。また、教育方法の改善としては、

障害のある児童生徒も障害のない児童生徒も、さらには、障害があるこ

とが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある児

童生徒にも、効果的な指導の在り方を検討していく必要がある。 

 

○ 平成２３年４月には公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律の改正により、小学校１年生については、学級編制の

標準を４０人から３５人に引き下げたほか、教職員定数に関する加配事

由として、「障害のある児童生徒に対する特別の指導が行われているこ

とその他障害のある児童生徒に対する指導体制の整備を行うことについ

て特別の配慮を必要とする事情」が追加された。また、市町村教育委員

会がより地域や学校の実情に応じた柔軟な学級編制ができるよう制度改

正が行われた。 

 

○ 通常の学級においては、少人数学級の実現に向けた取組や複数教員に

よる指導など指導方法の工夫改善を進めるべきである。 

 

○ 特別支援学級については、国の学級編制の標準は８人とされているが、

現状としては、障害種別に学級を編制することや、都道府県教育委員会

において国の標準を下回る学級編制基準を定めることが可能であること

などから、１学級当たりの在籍者は平均で３人程度となっている。今後、

インクルーシブ教育システム構築の進展を踏まえつつ、その指導方法の

工夫改善等について検討していく必要がある。 

 

○ 特別支援教育により多様な子どものニーズに的確に応えていくために

は、教員だけの対応では限界がある。校長のリーダーシップの下、校内

支援体制を確立し、学校全体で対応する必要があることは言うまでもな

いが、その上で、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律に定める教職員に加えて、特別支援教育支援員の

充実、さらには、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

ＳＴ(言語聴覚士)、ＯＴ(作業療法士)、ＰＴ(理学療法士)等の専門家の

活用を図ることにより、障害のある子どもへの支援を充実させることが



 

- 5 - 

必要である。 

 

○ 特別支援教育を推進するため、子どもの現代的な健康課題に対応した 

 学校保健環境づくりが重要であり、学校においては、養護教諭を中心と 

 して、学級担任等、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、スクールカウン 

 セラーなど学校内における連携を更に進めるとともに、医療関係者や福 

 祉関係者など地域の関係機関との連携を推進することが必要である。ま 

 た、医療的ケアの観点からの看護師等の専門家についても、必要に応じ 

 確保していく必要がある。 

 

○ インクルーシブ教育システム構築のため、特別支援学校の持てる機能

を活用する観点から、寄宿舎の役割について検討していく必要がある。

各特別支援学校の寄宿舎は、入居した障害のある児童生徒等が毎日の生

活を営みながら、生活のリズムをつくるなど生活基盤を整え、自立し社

会参加する力を養う貴重な場である。そうした意味から、一層の活用を

期待し、例えば、学校がサマースクールを開催する際などに、その機能

を活用することも考えられる。 

 

②通級による指導の一層の充実 

○ 通級による指導については、教職員定数の改善等により、その対象者

数は年々増加傾向にある。 

 

○ 通級による指導については、自らの在籍している学校において行う「自

校通級」、自らの在籍している学校以外の場で行う「他校通級」がある。

しかし、「他校通級」では、児童生徒の移動による心身の負担や移動時

の学習が保障されないなどの課題もある。これらを極力減らすため、教

員の巡回による指導等を行うことにより自校で通級による指導を受けら

れる機会を増やす等の環境整備を図っていく必要がある。そのため、通

級による指導を行うための教職員体制の充実が必要である。 

 

（２）学校間連携の推進 

②特別支援学校のセンター的機能の一層の活用 

○ 特別支援学校は、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育に

関する相談・情報提供機能、障害のある児童生徒等への指導・支援機能、 

関係機関等との連絡・調整機能、小・中学校等の教員に対する研修協力 

機能、障害のある児童生徒等への施設設備等の提供機能といったセンタ 

ー的機能を有している。今後、域内の教育資源の組合せ（スクールクラ

スター）の中でコーディネーター機能を発揮し、発達障害をはじめとす

る障害のある児童生徒等への指導・支援機能を拡充するなど、インクル

ーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが求められる。その

ため、センター的機能の一層の充実を図るとともに、専門性の向上にも

取り組む必要がある。その際に、市町村教育委員会との役割分担を念頭

に、協力体制を構築することが重要である。加えて、特別支援学校のセ

ンター的機能を支援する仕組みを各都道府県において整備することが

必要である。 
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義務教育段階の全児童生徒数

 

１０５４万人

（※３を除く数値は平成２３年５月１日現在）

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（

 

ＡＤＨＤ）

0.62％
（約６万５千人）

0.62％

（約２８万５千人）

※３

2.71％

（約６万５千人）

※２

視覚障害

 

肢体不自由

 
聴覚障害

 

病弱・身体虚弱

 
知的障害
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自閉症・情緒障害 1.47％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１５万５千人）

※１

 

平成23年度実施調査においては、東日本大震災の影響を考慮し、岩手県、宮城県、福島県及び仙台市においては調査を実施していない。
また、東京都においては調査への回答が得られなかった自治体がある。

※２

 

ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害、ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害

※３

 

この数値は、平成１４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約３千人）
※１

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万７千人）
※１

図 １



特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移
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※平成18年度までの表記は盲学校、聾学校及び養護
学校とする。以下同じ。

特別支援学校の現状 （平成23年5月1日現在） 図 ２

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 86 118 673 314 138 1,049

在籍者数 5,882 8,660 111,468 31,612 19,589 126,123

※注：在籍者数は、平成18年度までは在籍する学校の障害種別により集計していたため、複数の障害を有する者については、在籍する学校
の障害種以外の障害について集計していない。平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の
障害を有する者については、障害種のそれぞれに集計している。このため、障害種別の在籍者数の数値の合計は計と一致しない。

※注：学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校については、
それぞれの障害種に集計している。このため、障害種別の学校数の数値の合計は計と一致しない。



特別支援学級の現状（平成23年5月1日現在）
特別支援学級は、障害のある子どものために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の

 学級（８人を上限）であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉

 症・情緒障害の学級がある。

…

図 ３

特別支援学級数及び特別支援学級在籍者数の推移
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学 級 数 22,955 2,604 1,271 322 778 503 17,374 45,807

在籍者数 83,771 4,300 2,270 385 1,282 1,491 61,756 155,255



※各年度５月１日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成１８年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定
（併せて「自閉症」も平成１８年度から対象として明示：平成１７年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（公立小・中学校合計）
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